
健ポ…健康ポイント対象事業

広報

いきいきナビ 岩見沢保健センター（４西３　であえーる岩見沢 3階）　☎２５-５５４０
子育て総合支援センター（４西３　であえーる岩見沢 3階）　☎２２-３３３７

区　分 対　象 指定医療機関名
百日せき・ジフテ
リア・破傷風・不
活化ポリオ
４種混合ワクチン

生後 2 カ月～９０カ月未満児で、３種
混合、ポリオ（生・不活化）ワクチンを
１度も受けたことのない子

●あくつこどもクリニック
　（１０西４）
　☎３３-８０００
●心と体の小児科 ふじねク

リニック（7東6）
　☎35-5617
●さとうキッズクリニック
　（大和１-９）
　☎２０-０３１０
●出口小児科医院
　（７西５）
　☎２２-３５７０
●岩見沢市立総合病院
　（小児科）（９西７）
　☎２２-１６５０

◆各指定医療機関によって、
接種日時が異なりますの
で、必ず確認してください
◆他市町村で予防接種を受

ける場合は、依頼書が必
要ですので、必ず岩見沢
保健センターへ連絡してく
ださい

麻しん・風しん
混合ワクチン
麻しんワクチン
風しんワクチン

１期…生後１２カ月～２４カ月未満児
２期…就学前１年間にある子

２期の対象者には、４月上旬に案内書を送付しています。
案内書が届かない場合は、岩見沢保健センターへ連絡し
てください
ＢＣＧ １歳未満児
標準的な接種期間は生後５カ月～８カ月未満です。できる
だけこの期間に受けましょう
水痘（水ぼうそう） 生後１２カ月～３６カ月未満児
第Ⅱ期ジフテリア 小学６年生
8 月上旬に案内書を送付しています。案内書が届かない
場合は、岩見沢保健センターへ連絡してください
ヒブ 生後２カ月～５歳未満児
小児肺炎球菌 生後２カ月～５歳未満児
日本脳炎 １期：生後６カ月〜９０カ月未満児
標準的な接種期間は、１期３歳から４歳です。
Ｂ型肝炎 １歳未満児
標準的な接種期間は生後２カ月～９カ月未満です。できる
だけこの期間に受けましょう
ロタウイルス 生後 6 週～ 24 週 0 日後または 32

週 0 日後までの子（接種するワクチ
ンの種類によって異なります）

初回接種は生後 2 カ月～14 週 6 日後までに開始しましょ
う
子宮頸

け い

がん 中学１年生～高校１年生相当
子宮頸がん予防ワクチンの対象者のうち、中学 1年生
の方には5月に案内書を送付しています。その他の学
年の方には、既に案内書を送付していますので、案内書
が届かない場合は、岩見沢保健センターへ連絡してくだ
さい

各種予防接種 接種料は無料

負担金　500 円
※国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者、生活保護・市民税非課税世帯の方は無料。
申込・問合先　受診を希望する日の 3 週間前までに岩見沢保健センターへ

区　分 対　象 日　程 場　所
子宮がん検診 ２０歳以上 毎週火曜日 市民健康センター

乳がん検診 ３０歳以上 毎週月・金曜日 市立総合病院（マンモグラフィー）
市民健康センター（問診）

子宮がん・乳がん検診 女性対象　要事前申込 健ポ

予防接種における未満児
とは、誕生日の前日まで
のお子さんのことです

　　日常生活に関する相談
▪弁護士による法律相談
◦ 11 月 2 日㈭・17 日㈮
　市役所本庁相談室 2-2（1 日 10 人まで）
　�各相談日の 1 週間前から前日正午までの

間に、市民連携室市民相談・交通防犯係
（☎ 35-4269）へ電話予約が必要

◦祝日を除く、毎週水・金曜日
　南空知法律相談センター（有明町南 1　
　有明交流プラザ 2 階）　☎ 33-8373
　前日の午後 4 時までに電話予約が必要
▪行政相談委員による行政相談
国の行政に対しての苦情・意見について
◦ 11 月 6 日㈪・20 日㈪　午後 1 時～3 時
　市役所本庁相談室 2-2
◦ 11 月 14 日㈫　午後 1 時～3 時
　栗沢市民センター（栗沢町北本町 168）
◦北村地区は今月はありません
▪社会保険労務士による労働相談
賃金、労働時間、解雇、労災補償について
◦ 11 月 30 日㈭　午後 1 時～3 時
　市役所本庁相談室 2-2
▪家事相談
離婚、相続など家庭内の問題について
◦ 11 月 14 日㈫　午前１０時～午後３時
　市役所本庁相談室 2-2
◦ 11 月 28 日㈫　午前１０時～午後３時

　消費者センター（4 西 3　であえーる岩見
沢 4 階）　☎ 23-7987　
▪家庭生活相談
夫婦生活や子育て、人間関係の悩みや生き
方について
◦�祝日を除く毎週月・水（第 4 週は除く）・金曜日
　午前１０時～午後３時
　生涯学習センターいわなび（4 西 1）
　☎ 23-8982

電話相談または面談。面談は予約が必要
◦ 11 月 22 日㈬　午前 10 時～午後 3 時
　市役所本庁相談室 2-2
▪人権困りごと相談
嫌がらせ、不当な扱いなど人権について
◦ 11 月 9 日㈭　午後 1 時～3 時
　市役所本庁相談室 2-2
▪消費生活専門相談
◦土・日曜日、祝日を除く毎日
　午前 9 時～午後 5 時
　消費者センター（4 西 3　であえーる岩見

沢 4 階）　☎ 23-7987
▪緑化相談員による花と木と緑の相談
◦月・金曜日を除く毎日
　午前 9 時～午後 4 時
　室内公園色彩館（いわみざわ公園内）
　☎ 25-6111

▪税理士による税の相談
所得税、相続税など主に国税について
◦ 11 月 15 日㈬　午後 1 時～3 時
　市役所本庁相談室 2-2
▪市税、国保料、後期高齢者医療保険料、介護
保険料、水道料金、下水道使用料の納付相談

◦ 11 月 26 日㈰　午前 9 時～正午
◦ 11 月 30 日㈭　午後 5 時 30 分～8 時
※水道料金、下水道使用料は、日曜日のみ。
▪中高年齢者の職業相談
◦土・日曜日、祝日を除く毎日
　午前 10 時～午後 5 時
　シルバー人材センター（5 西 3）
　☎ 24-4255
　　健康に関する相談
▪保健師による健康相談
◦土・日曜日、祝日を除く毎日
　午前 9 時～午後 5 時 30 分
　岩見沢保健センター
▪栄養士・歯科衛生士による相談
◦土・日曜日、祝日を除く毎日
　午前 9 時～午後 4 時 30 分
　岩見沢保健センター
　事前に電話で申し込んでください

▪精神科医による心の健康相談
◦今月はありません

　　子ども・子育てに関する相談
▪子育て相談
◦土・日曜日、祝日を除く毎日
　午前 9 時～午後 5 時 30 分
　子育て総合支援センター

　市政に関する相談や要望、苦情
などは市職員が毎日受け付けていま
す。市民連携室市民相談・交通防犯
係（☎ 35-4269）、各支所（北村☎
５６-２００１、栗沢☎４５-２４１１）までお
問い合わせください。

▪子どもの悩みごと相談▪
土・日曜日、祝日を除く毎日
午前 9 時～午後 4 時 30 分（児童館
は午前 10 時 30 分～午後 5 時）
青少年センター（☎ 33-3333）
教育研究所（☎ 22-4412）
各児童館

各種相談　相談は全て無料各種相談　相談は全て無料

令和 5年 11月号

健ポ

11月 5日㈰
9：30 ～ 12：30

大和タウンプラザ（大和 1-9）
14：00 ～ 16：00

13日㈪
9：30 ～ 11：30

空知総合振興局（8西 5）
13：00 ～ 16：00

※４００㎖の血液が不足していますので、４００㎖の献血にご協力をお願いします。

健ポ献血にご協力を

健康一口メモ

糖尿病による高血糖の状態が続くと、全身の血管が傷つい
てさまざまな合併症を伴うことがあります。その代表的なものである、糖尿病性網
膜症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症を３大合併症といいます。
　中でも糖尿病性腎症は、腎臓にある、老廃物のろ過装置である糸球体が高血糖
によるダメージを受け続け、血管が破けたり詰まったりして腎機能が低下してしまう
病気です。糖尿病性腎症が進行して腎機能が著しく低下し、血液中の老廃物がた
まるようになると人工透析が必要になります。
　糖尿病性腎症を予防するポイントは、血糖をコントロールすること、バランスの良
い食生活を続け適正体重を維持すること、決して通院・治療をやめず、高血圧や
脂質異常症、他の糖尿病性合併症の有無を定期的にチェックしていくことなどです。
腎臓を守るためには、糖尿病になったとしてもその重症化を防ぐことがとても大切で
す。腎機能が低下しても、初期にはほとんど自覚症状がありません。健康診断を
受けるなど、定期的に自分の体調を把握・管理しましょう。

　糖尿病と腎臓について

次回予告　脂質異常と腎臓


